
大和市告示第１１３号 

大和市高齢者等緊急一時入所実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２７年５月１１日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市高齢者等緊急一時入所実施要綱の一部を改正する要綱 

大和市高齢者等緊急一時入所実施要綱（平成２１年大和市告示第１０４号）の一部を次のように

改正する。 

第３条中「あたって」を「当たって」に改める。 

第１３条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

第１７条中「若しくは」を「又は」に改める。 

第２０条の見出しを「（委任）」に改める。 

別表第１中 多床室 ３２０円 を 多床室 ３７０円 に改める。 

附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 
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」 」


